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本市では、平成１２年度の介護保険制度の開始以降、「誰もが健康でいきいきと生活できるまち」

を目指し、高齢になっても市民一人ひとりが健やかで元気に安心して生活でき、他者への思いやり

を持つことでお互いの人権を尊重し、支え合い、幸せを実感することでいつまでも住み続けたいと

思える社会、市民自らが積極的に参画できる社会の実現に努めています。 

第７期計画では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）を見据え、「介護予防・

日常生活支援総合事業の推進」、「生活支援サービスの推進」、「認知症施策の推進」、「在宅医療・介

護の連携推進」、「地域包括支援センターの機能強化」の５つの施策を重点事項として「地域包括ケ

アシステム」の基盤整備、深化・推進に取り組んできました。 

今後も、高齢者の抱える多様な課題やニーズに対応していくため、高齢者の健康づくりや生きが

いづくり、「自助・共助・公助」の考え方に立った、地域全体で支え合う仕組みである「地域包括ケ

アシステム」を深化・推進していくことが重要となります。 

そこで、２０２５年（令和７年）を見据えた中長期的な３期目の計画として、『戸田市地域包括ケ

ア計画（第８期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画）』を策定します。 

 

 

 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度の３年間とします。 

第６期計画以降は、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年を見据えた中長期的な視点を持つ計

画として策定しており、第８期計画では第７期計画で進めてきた地域包括ケアシステムの５つの施

策（「５つの柱」。２ページ参照）のさらなる充実と深化を図っていきます。 

 

 

 

第８期計画においても、これまでの地域包括ケア計画の基本理念を継承し、戸田市第５次総合振

興計画に掲げる基本目標の一つ「共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち」の実現に向けて、

基本理念を次のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

計画策定の背景 １ 

計画の期間 ２ 

基本理念 ３ 
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基本方針 

 

 

 

第７期計画を踏襲し、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年（令和７年）を見据え、引き

続き、「地域包括ケアシステムの深化・推進」を基本方針とします。 

 

  

地域包括ケアシステムは、下図（１）～（５）の５つの柱（基本目標１）を中心に構築されて

います。 

第６期計画では、各柱の基盤整備を行い、第７期計画では、この基盤を軸に各施策の深化・推

進を図ってきました。 

第８期計画では、さらなる深化・推進のため、以下の新規・拡充項目等に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・「新しい生活様式」に沿った介護予防事業の実施 新規 

・ＴＯＤＡ元気体操既存教室への支援（理学療法士の派遣） 拡充 

（２）生活支援サービスの推進 

・高齢者の居場所（サロン）の充実 拡充 

（３）認知症施策の推進 

・認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）の整備 増設 

・認知症ケア相談室の設置 新規 

（４）在宅医療・介護の連携推進 

・ＩＣＴ（情報通信技術）を駆使した顔の見える関係づくり 拡充 

（５）地域包括支援センターの機能強化 

・自立支援型地域ケア会議の確立 拡充 

計画の概略 ４ 

地域包括ケアシステムの「５つの柱」 
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地域包括ケアシステムのイメージ図 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７年を見据え、 

戸田市型地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進

を図ります。 
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基本目標１ 地域における高齢者の支援体制づくり 

 

国の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」では、自

立支援・重度化防止に向けた取組みを強化するため、保険者機能の強化を求めています。 

第６期計画においては、地域包括ケアシステムの実現に向け、５つの柱に沿って基盤の整備

を行い、第７期計画では、住民主体の介護予防事業など、地域の中で活動する担い手の育成や

確保に取り組むとともに、本市の地域特性に応じた効果的な事業の推進を図ってきました。 

第８期計画においても、情報を積極的に発信しながら、地域の人材と資源を有効に活用しつ

つ、住民とともに介護予防をはじめとした各施策に取り組んでいきます。その中では、「新しい

生活様式」を踏まえて、感染予防対策を徹底した住民主体の介護予防・健康づくり事業を推進

します。 

 

基本目標２ 介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 

 

高齢者が、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる

よう支援するためには、介護保険サービスや高齢者の生活支援体制の整備が必要となります。 

これまでも、地域のニーズを把握しながら「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「認知症

対応型共同生活介護（認知症グループホーム）」の増設等、必要な介護サービスの整備を進めて

きました。 

今後も、介護や支援を必要とする高齢者人口の増加が予測される中、できる限り住み慣れた

地域で生活できるように、適正な介護サービスの提供に取り組んでいきます。 

さらに、在宅生活の継続のための介護者に対する支援として、介護知識・技術の習得支援の

場を設けるとともに、介護者の交流の機会などを提供します。 

また、高齢者の在宅生活を支える市独自の高齢者福祉サービスを継続的・安定的に提供して

いけるよう、引き続きサービスの適正化を検討するとともに、整備を進めていきます。 

支援が必要な高齢者へのケースワークに当たっては、地域包括支援センターなどの関係機関

との連携体制を強化し、対応を進めていきます。その中で、権利擁護の支援が必要な高齢者に

ついては、国が定めた方針及び本計画の中に位置づけられた「戸田市成年後見制度利用促進基

本計画」に基づき、成年後見制度の活用促進を図ります。  

基本目標 ５ 
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基本目標３ 生きがいをもち安心して暮らせる地域づくり 

 

いつまでも健康でいきいきと暮らしていくためには、年齢にとらわれることなく、主体的に活

動し、自立した生活をするための生きがいづくりや健康づくりが重要です。 

そのため、高齢者が生涯をとおして活動や生活ができる地域づくりを推進するとともに、高齢

者自身が自ら培った技能や知識をいかしながら社会を支える一員として活躍するための支援を

行います。 

また、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域での支え合いを基本に、地域全体で高

齢者を支えることが重要になります。 

その中では、社会福祉協議会で行っている既存の支部活動やＮＰＯ等の活動をいかしつつ、関

係機関と連携して高齢者の通いの場や活動の拠点の整備等、地域活動の活性化を図ります。さら

に、若い世代とともに地域社会を支え、年齢を超えた交流を推進します。 

これら地域活動の中では、「新しい生活様式」を踏まえ、感染予防対策を徹底しながら各取組み

を進めていきます。 

 

 

住民主体の介護予防体操 

◆「ＴＯＤＡ元気体操」開催の工夫例 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用した椅子を参加者の方々で消毒しています。 

マスクを着用し、間隔を取って体操をしています。 

入口で検温と手指消毒を実施しています。 
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本計画の施策体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本計画では、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、 

「基本目標１」の５つの柱を重点項目として事業を進めます。 

  

①地域福祉活動の活性化             

①介護予防・生活支援サービス事業の推進  

②介護予防事業の推進             

②認知症支援体制の整備             

③ケアマネジメントの充実               

⑤包括的・継続的なケアマネジメントの充実    

②予防給付サービスの提供             

①生活支援サービスの推進             

①認知症への理解を深めるための知識の普及・啓発の推進 

①医療・介護の情報共有支援           

②連携体制の整備・推進              

①地域ケア会議の強化                

基本施策 基本目標 施策の方向 
基本 
方針 

（１）介護予防・日常生活 
支援総合事業の推進 

〈基本目標１〉 

 

地域における 

高齢者の支援 

体制づくり 

【５つの柱】 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進 

（２）生活支援サービスの推進 

（３）認知症施策の推進 

（４）在宅医療・介護の 
連携推進 

（５）地域包括支援センター
の機能強化 

②総合相談支援の充実               

④権利擁護支援の促進               

①介護給付サービスの提供             

（１）介護保険サービスの 
充実 〈基本目標２〉 

 

介護保険を 

はじめとした 

サービス基盤の 

整備 

③介護保険サービスの基盤整備          

④地域密着型サービスの提供            

⑤相談窓口の充実                    

⑥介護給付費の適正化の推進           

⑦家族介護支援                   

①高齢者福祉サービスの整備             

（２）高齢者の生活支援体制
の整備 

②高齢者福祉サービスの周知活動の実施    

③ケースワーク体制の充実              

④成年後見制度の利用促進              

①活動機会の拡充                     
（１）高齢者の活動支援 

〈基本目標３〉 

 

生きがいをもち 

安心して暮らせる 

地域づくり 

②就労機会の拡大                  

①健康づくり支援の充実                  （２）健康づくりの推進 

（３）地域活動・地域交流の 
支援 ②交流・理解の促進                 

①バリアフリーの推進                     
（４）地域居住のための支援 

②安心・安全な生活環境づくり          

施策体系 ６ 
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施策（１） 介護予防・日常生活支援総合事業の推進     

 

介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に大

きく分かれます。 

介護予防・生活支援サービス事業としては、これまでどおり、介護の専門職による訪問型サービ

スと通所型サービスの提供を維持していきます。 

また、一般介護予防事業は、介護が必要となる前の段階から予防を行うことにより高齢者の健康

と暮らしの質の向上を目指すものであり、本市では、引き続き「ＴＯＤＡ元気体操」の支援に力を

入れて取り組んでいきます。 

その中では、「新しい生活様式」を踏まえ、高齢者が継続的に「ＴＯＤＡ元気体操」に取り組める

ように、屋外実施や、ＤⅤＤや動画配信、オンラインによる自宅での実施等、柔軟に支援を行ってい

きます。 

 

 

 

◆ 介護予防事業の実施例 ◆ 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域包括ケアシステムの５つの柱 ７ 

公園でラジオ体操を実施しています。 

映像教材を使用し、体操を実施しています。 

「新しい生活様式」を踏まえた介護予防リーダー 

養成講座を実施しています。 
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施策（２） 生活支援サービスの推進 

 

第６期計画では、住民や民間企業などが主体となった多様なサービスを提供していく仕組みづく

りを進めていく上で、活動の旗振り役となる「生活支援コーディネーター」の配置と、地域づくり

の意見交換の場として「戸田市生活支援・介護予防体制推進協議会（協議体）」を設置し、多様な関

係者が協働するための基盤を整備しました。 

第７期計画では、両者が連携し、地域づくりを進めていくことができるよう、活動の担い手の発

掘・育成に取り組むとともに、高齢者の拠点整備や、地域資源の見える化（地域資源マップの作成）

を行いました。 

第８期計画においても、生活支援コーディネーターが中心となり、高齢者の居場所（サロン）の

立上げの支援や、地区単位での懇親会を通じた地域ニーズの把握、地域資源と地域住民とのマッチ

ング等を進めていきます。 

 

 

施策（３） 認知症施策の推進 

 

国は、総合的に認知症対策を推進するため、「認知症施策推進大綱」の基本的な考え方（認知症の

人やその家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進）に沿った取

組みを提唱しています。 

これまで、認知症になっても、いつまでも地域で住み続けられる体制づくりのため、認知症地域

支援推進員の配置や、認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）の開設などの取組みを

進めてきました。 

今後も、認知症の人やその家族の視点を重視し、認知症に対する理解の促進を図るとともに、相

談支援体制や認知症グループホームの整備等、本市の実情に応じた多様な認知症施策を展開してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

認知症に関する悩みに寄り添い、正しい知識や、情報を提供する 

「認知症ケア相談室」を設置します。 

認知症ケア相談室は、介護の方法等、認知症の方への関わり方

の支援に強みを持った相談機関であり、認知症地域支援推進員と

連携して、本人・ご家族への支援を行っていきます。 

また、「みんなが知っておきたい認知症あんしん情報ガイド」（認知症ケアパス）など

を積極的に活用し、相談者に状態に応じた適切なサービス提供の流れ等、情報が正しく

伝わるようにします。 

 

認知症ケア相談室の設置（令和３年度） 
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施策（４） 在宅医療・介護の連携推進 

 

２０２５年（令和７年）には団塊の世代が後期高齢者となり、医療と介護の双方のサービスを必

要とする高齢者が増加していくことが予測されます。 

医療と介護を必要とする高齢者を地域で支えていくためには、訪問診療等の在宅医療の提供が不

可欠であり、本計画においても引き続き、医療・介護の連携推進に取り組みます。 

地域で活動されている医療・介護関係者の個々の取組みが有機的に連携しながら市全域で展開さ

れるよう、本市が関係者間の橋渡しを担い、顔の見える関係づくりを進めます。 

また、「新しい生活様式」の中での関係づくりにあたっては、特に、ＩＣＴ（情報通信技術）を使

った医療・介護関係者間の連絡手段の強化を進めていきます。 

 

 

職種や地域を越えてグループワーク！ 

～地域の医療・介護関係者の顔の見える関係づくり～ 

 

戸田市では顔の見える関係づくりを進めるため、関係機関と共催で、市民向けの講演会や、

多職種連携の会を毎年開催しています。医療と介護の垣根を越えて意見交換を行い、お互

いの分野の専門性を理解することで、効果的な連携につなげています。高齢者が住み慣れた

場所で、安心して過ごせることができるよう、今後も実施していきます。 

 

≪令和元年度多職種連携の会≫ 

１ 内 容： （１）映画上映「ピア まちをつなぐもの」 

在宅医療、多職種連携、看取り等をテーマにした映画上映 

                 （２）グループワーク「多職種連携を考える」 

映画の内容を踏まえ、各々の経験に照らして感じたこと、 

自身の職種が取り組めること等について情報交換 

２ 参 加 者： 医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員など １１１名 

３ 意見（抜粋）： 「多職種の方とざっくばらんに話し合う機会はあまりないので新鮮でした。」 

                 「色々な職種の人が地域の中でできることから取り組めたらよいと感じました。」 

                     「各職種によって視点が違うのでとても勉強になりました。」 

「多職種の方と情報交換をし、利用者へのより良い支援につなげていきたいです。」 
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施策（５） 地域包括支援センターの機能強化 

 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの構築を進める上で重要な立場にあり、高齢者

の総合相談窓口として、また、関係者間の連携を進める中核的な存在として、大きな役割を担って

います。 

本市では、平成２９年４月１日に「戸田市新曽地域包括支援センター」（下図）を設置し、市内４

か所に地域包括支援センターを配置したことで、今まで以上に市民に身近できめ細やかな対応がで

きるようになりました。 

地域包括支援センターの運営に当たっては、業務の円滑、効率的な実施、適切、公平中立的な運

営を行うことを目的として策定した「地域包括支援センター運営方針」に基づき業務を推進します。 

また、効果的な支援体制の構築のため、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サービ

スやボランティア活動等の様々な社会資源が有機的に連携できる環境整備を行います。これらの連

携体制を支えるためには、多職種協働によるネットワークを構築することが必要であり、各地域包

括支援センターは、地域ケア会議や協議体への参加を通じて、町会連合会、民生委員協議会、ケア

マネ会等との関係づくりに努めていきます。 

加えて、令和２年度よりスタートした、多職種が連携してケアマネジメントを支援する「自立支

援型地域ケア会議」について、今後も、開催を重ねていくことで、高齢者一人ひとりの課題解決を

図るとともに、自立支援型ケアマネジメントの考え方を関係機関で共有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの位置図 

 

  

戸田市立地域包括支援センター 

戸田市中央地域包括支援センター 

戸田市東部地域包括支援センター 

戸田駅 

戸田公園駅 

北戸田駅 

戸田市新曽地域包括支援センター 

戸田市役所 
◎ 
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所得段階 対象となる方 基準額に 
対する割合 

年額保険料 
（円） 

新第１段階 
生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
の方、世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額＋合計所得金額の合
計が 80万円以下の方 

基準額× 
0.30 
〈0.50〉 

23,040 
〈38,400〉 

新第２段階 
本
人
が
住
民
税
非
課
税
者 

世
帯
非
課
税 

課税年金収入額＋合計所得金額が 80万円超 120万円
以下の方 

基準額× 
0.50 
〈0.75〉 

38,400 
〈57,600〉 

新第３段階 課税年金収入額＋合計所得金額が 120万円を超える方 
基準額× 
0.70 
〈0.75〉 

53,760 
〈57,600〉 

新第４段階 世
帯
課
税 

課税年金収入額＋合計所得金額が 80万円以下の方 基準額× 
0.80 61,440 

新第５段階 課税年金収入額＋合計所得金額が 80万円を超える方 基準額× 
1.00 

基準額 
76,800 

新第６段階 

本
人
が
住
民
税
課
税
者 

合計所得金額が 120万円未満の方 基準額× 
1.20 92,160 

新第７段階 合計所得金額が 120万円以上 210万円未満の方 基準額× 
1.30 99,840 

新第８段階 合計所得金額が 210万円以上 320万円未満の方 基準額× 
1.50 115,200 

新第９段階 合計所得金額が 320万円以上 400万円未満の方 基準額× 
1.70 130,560 

新第 10段階 合計所得金額が 400万円以上 500万円未満の方 基準額× 
1.80 138,240 

新第 11段階 合計所得金額が 500万円以上 600万円未満の方 基準額× 
1.90 145,920 

新第 12段階 合計所得金額が 600万円以上 700万円未満の方 基準額× 
2.00 153,600 

新第 13段階 合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満の方 基準額× 
2.15 165,120 

新第 14段階 合計所得金額が 1,000万円以上 1,250万円未満の方 基準額× 
2.30 176,640 

新第 15段階 合計所得金額が 1,250万円以上 1,500万円未満の方 基準額× 
2.50 192,000 

新第 16段階 合計所得金額が 1,500万円以上 2,500万円未満の方 基準額× 
2.75 211,200 

新第 17段階 合計所得金額が 2,500万円以上の方 基準額× 
3.00 230,400 

※第１段階から第３段階の保険料額については、令和元年の消費税率引き上げに合わせて、括弧内の金額から軽減が適用されています。 

 
戸田市地域包括ケア計画 
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高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 

発行：令和３年３月 

編集：戸田市 福祉部 長寿介護課 

住所：〒335－8588 埼玉県戸田市上戸田 1丁目 18 番 1 号 

電話：048－441－1800（代表） 

ホームページ：https://www.city.toda.saitama.jp 

第１号被保険者（65 歳以上の方）の介護保険料 ８ 
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